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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯コンテンツを、ネットワークを通じて、所定のタイミングで広告ページを挿入して携
帯端末装置に配信するコンテンツサーバ装置であって、
広告挿入ページを特定する情報である広告表示タイミング情報と、
一つの携帯コンテンツを構成するいくつかのコンテンツファイルのセットであって、最初
に再生表示するページが設定された何ページかの連続するページから構成されるコンテン
ツファイルのセットと、
広告コンテンツとしてのデータファイルと、
を記憶する記憶手段と、
携帯端末装置が送信したページ特定情報を含むページ要求を受信するページ要求受信手段
と、
ページ要求に含まれるページ特定情報と、広告表示タイミング情報を照合して、広告を挿
入するタイミングか否かを判定するタイミング判定手段と、
挿入タイミングである場合にのみ、広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特
定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルのＵＲＬ
にリダイレクトさせる記述またはコード、あるいは、同ＵＲＬへのハイパーリンクタグを
含む広告ページを作成する広告ページ作成手段と、
挿入タイミングでない場合には、前記ページ要求されたページ特定情報で特定されるペー
ジを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルを読み出すコンテンツファイル選
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択手段と、
広告ページ作成手段が作成した広告ページ、または、コンテンツファイル選択手段が読み
出た前記ページ要求されたページ特定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定
されたコンテンツファイルあるいは、直接ＵＲＬ指定されたコンテンツファイルを携帯端
末装置に返信するページ返信手段と、
を備えることを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
前記ページ特定情報には、コンテンツ識別情報が含まれる
ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項３】
前記記憶手段は、広告識別情報に関連付けられた広告コンテンツと、
広告識別情報を有する広告頻度情報の回答を受け取る広告ログデータと、
を記憶して、
広告ログデータを参照して、広告識別情報の広告頻度情報を算出する広告頻度算出手段と
、広告頻度がもっとも少ない広告識別情報を選択して、この広告識別情報に関連付けられ
た広告コンテンツを選択する広告コンテンツ選択手段と、
広告識別情報を含む広告ログデータを作成して、記憶手段の広告ログデータに追加登録す
る広告ログ登録手段と、
前記広告ページ作成手段は、ページ要求のページ特定情報を用いて、広告表示タイミング
情報が有するページ特定情報を参照して両者が一致すれば、広告コンテンツ選択手段が選
択した広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特定情報に対応するコンテンツ
ファイルのＵＲＬにリダイレクトさせる記述またはコードを含む広告ページを作成する、
ことを特徴とする請求項１、または、請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項４】
前記コンテンツファイルは、Flash Liteファイルである、
ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のサーバ装置。
【請求項５】
広告挿入ページを特定する情報である広告表示タイミング情報と、
一つの携帯コンテンツを構成するいくつかのコンテンツファイルであって、最初に再生表
示するページが設定された何ページかの連続するページから構成されるコンテンツファイ
ルのセットと、
広告コンテンツとしてのデータファイルと、
を用いて、
携帯コンテンツを、ネットワークを通じて、所定のタイミングで広告ページを挿入して携
帯端末装置に配信する方法であって、
携帯端末装置が送信したページ特定情報を含むページ要求を受信する受信ステップと、
ページ要求に含まれるページ特定情報と、広告表示タイミング情報を照合して、広告を挿
入するタイミングか否かを判定するタイミング判定ステップと、
挿入タイミングである場合にのみ、広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特
定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルのＵＲＬ
にリダイレクトさせる記述またはコード、あるいは、同ＵＲＬへのハイパーリンクタグを
含む広告ページを作成する広告ページ作成ステップと、
挿入タイミングでない場合には、前記ページ要求されたページ特定情報で特定されるペー
ジを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルを読み出すコンテンツファイル選
択ステップと、
広告ページ作成ステップが作成した広告ページ、または、コンテンツファイル選択手段が
読み出た前記ページ要求されたページ特定情報で特定されるページを最初に表示するよう
設定されたコンテンツファイル、あるいは、直接ＵＲＬ指定されたコンテンツファイルを
携帯端末装置に返信するページ返信ステップと、
を含んだ手順でなされることを特徴とする携帯コンテンツに広告を挿入表示する方法。



(3) JP 5018352 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

【請求項６】
コンピュータに組込むことによって、コンピュータを請求項１から請求項４のいずれか１
項に記載のサーバ装置として動作させるコンピュータプログラム。
【請求項７】
請求項６に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電子コンテンツを閲覧中の携帯端末装置に広告を表示させる装置に関するもの
である。
本発明は特に、広告ページを適宜挿入出来る電子書籍の利用において有用である。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯端末装置の普及により、携帯端末装置の利用者は、インターネットのＷＥＢ
サイトから電子書籍のように多数のページから構成されるページコンテンツを取得して、
携帯端末装置の表示画面に再生して閲覧する機会が増えている。このとき、電子書籍の閲
覧者に広告を適宜に配信することが可能である。
ここで、携帯端末装置の小さい表示画面に、電子書籍と広告を効果的に表示させるために
は、ページコンテンツの表示寸法を画面サイズに合わせて自動調整して大きく表示させる
ことができるFlash Lite形式のコンテンツを使用することが多い。この形式のページコン
テンツは、携帯端末装置用に編集されたコンテンツであり、携帯端末装置で受信可能なフ
ァイル容量のページコンテンツファイルに分割されている。
このFlash Lite形式のコンテンツでは、あたかもページを捲くるような動画（＝連続的に
動く一区切りの場面）を用いて、紙媒体の雑誌やカタログ等を閲覧する動作を表示装置上
に表現できる。各動画のページを捲る動作の終了画面は、書籍のページを表示した状態と
なる。
　このようにして、携帯端末装置は、表示させたいページを含むページコンテンツファイ
ルを受信して、ページを再生表示することが可能となる。
【０００３】
特許文献１には、広告出力回数（＝広告提供回数）に応じて広告を選択して、これをユー
ザ端末に提供する電子コンテンツに格納するように電子コンテンツの広告を制御する技術
が開示されている。
特許文献２には、広告を伴うコンテンツを受信した利用者１２０が、特典ポイントを利用
して広告を外して（即ち、非表示にして）コンテンツ閲覧できるようにした電子コンテン
ツを流通させる技術が開示されている。
非特許文献１には、ページを捲るように画面遷移する動画コンテンツを、携帯端末装置が
受信可能なファイル容量に分割して、Flash Lite形式の動画コンテンツファイルを作成す
る技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２２０４２９号公報（段落００２５、段落００３７、図６
，９）
【特許文献２】特開２００２－３３４２５５号公報（段落００８３～段落００８８、図７
）
【非特許文献１】小松学史著、「基礎から学ぶ　モバイルFlashコンテンツ作成講座」、
初版、株式会社技術評論社、平成１６年９月１５日、
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１や特許文献２の技術では、広告を組み込んだコンテンツを編集しなければなら
ないという手間を要する。
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また、特許文献２の技術では、広告が不用な場合でも、広告をコンテンツに組み込むとい
う無用の作業を行わなければならない。
【０００５】
本発明は以上のような点を解決するためになされたものであって、本発明の課題は、配信
時にあるタイミングで広告を挿入することが、簡単で容易で随時に出来る電子コンテンツ
を配信するサーバ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、以下の様にして、前記課題を解決する。
すなわち、本願第１の発明は、携帯コンテンツを、ネットワークを通じて、所定のタイミ
ングで広告ページを挿入して携帯端末装置に配信するコンテンツサーバ装置であって、広
告挿入ページを特定する情報である広告表示タイミング情報（３９７ａ）と、一つの携帯
コンテンツを構成するいくつかのコンテンツファイル（３９１）のセットであって、最初
に再生表示するページが設定された何ページかの連続するページから構成されるコンテン
ツファイルのセットと、広告コンテンツとしてのデータファイルと、を記憶する記憶手段
と、携帯端末装置が送信したページ特定情報を含むページ要求を受信するページ要求受信
手段（３１０）と、ページ要求に含まれるページ特定情報と、広告表示タイミング情報を
照合して、広告を挿入するタイミングか否かを判定するタイミング判定手段と、挿入タイ
ミングである場合にのみ、広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特定情報で
特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルのＵＲＬにリダイ
レクトさせる記述またはコード、あるいは、同ＵＲＬへのハイパーリンクタグを含む広告
ページを作成する広告ページ作成手段（３４０）と、挿入タイミングでない場合には、前
記ページ要求されたページ特定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定された
コンテンツファイルを読み出すコンテンツファイル選択手段（３４５）と、広告ページ作
成手段が作成した広告ページ、または、コンテンツファイル選択手段が読み出た前記ペー
ジ要求されたページ特定情報に対応するコンテンツファイル、あるいは、直接ＵＲＬ指定
されたコンテンツファイルを携帯端末装置に返信するページ返信手段（３５０）と、を備
えることを特徴とするサーバ装置である。
【０００７】
このように、電子コンテンツのページと広告のページを別々に送信することで、簡単で容
易に、所望のタイミングで、広告を表示させることができる。
【０００８】
本願第１の発明の第２の態様は、前記ページ特定情報には、コンテンツ識別情報が含まれ
ることを特徴とするサーバ装置である。
【０００９】
本願第１の発明の第３の態様は、前記記憶手段は、広告識別情報に関連付けられた広告コ
ンテンツと、広告識別情報を有する広告頻度情報の回答を受け取る広告ログデータと、を
記憶して、広告ログデータを参照して、広告識別情報の広告頻度情報を算出する広告頻度
算出手段と、広告頻度がもっとも少ない広告識別情報を選択して、この広告識別情報に関
連付けられた広告コンテンツを選択する広告コンテンツ選択手段と、広告識別情報を含む
広告ログデータを作成して、記憶手段の広告ログデータに追加登録する広告ログ登録手段
と、前記広告ページ作成手段は、ページ要求のページ特定情報を用いて、広告表示タイミ
ング情報が有するページ特定情報を参照して両者が一致すれば、広告コンテンツ選択手段
が選択した広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特定情報に対応するコンテ
ンツファイルのＵＲＬにリダイレクトさせる記述またはコードを含む広告ページを作成す
る、ことを特徴とするサーバ装置である。
【００１０】
本願第１の発明の第４の態様は、前記コンテンツファイルは、Flash Liteファイルである
、ことを特徴とするサーバ装置である。
【００１１】
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本願第２の発明は、広告挿入ページを特定する情報である広告表示タイミング情報と、一
つの携帯コンテンツを構成するいくつかのコンテンツファイルであって、最初に再生表示
するページが設定された何ページかの連続するページから構成されるコンテンツファイル
のセットと、広告コンテンツとしてのデータファイルと、を用いて、携帯コンテンツを、
ネットワークを通じて、所定のタイミングで広告ページを挿入して携帯端末装置に配信す
る方法であって、携帯端末装置が送信したページ特定情報を含むページ要求を受信する受
信ステップと、ページ要求に含まれるページ特定情報と、広告表示タイミング情報を照合
して、広告を挿入するタイミングか否かを判定するタイミング判定ステップと、挿入タイ
ミングである場合にのみ、広告コンテンツを含み前記ページ要求されたページ特定情報で
特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテンツファイルのＵＲＬにリダイ
レクトさせる記述またはコード、あるいは、同ＵＲＬへのハイパーリンクタグを含む広告
ページを作成する広告ページ作成ステップと、挿入タイミングでない場合には、前記ペー
ジ要求されたページ特定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテ
ンツファイルを読み出すコンテンツファイル選択ステップと、広告ページ作成ステップが
作成した広告ページ、または、コンテンツファイル選択手段が読み出た前記ページ要求さ
れたページ特定情報で特定されるページを最初に表示するよう設定されたコンテンツファ
イル、あるいは、直接ＵＲＬ指定されたコンテンツファイルを携帯端末装置に返信するペ
ージ返信ステップと、を含んだ手順でなされることを特徴とする携帯コンテンツに広告を
挿入表示する方法である。
【００１２】
本願第３の発明は、コンピュータに組込むことによって、コンピュータを本願第１の発明
のサーバ装置として動作させるコンピュータプログラムである。
【００１３】
本願第４の発明は、本願第３の発明のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読
取り可能な記録媒体である。
                                                                                
【発明の効果】
【００１４】
本願発明によれば、広告をコンテンツに組み込むことなく、自由なタイミングで表示させ
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、図面等を参照しながら、本発明の実施の形態について、更に詳しく説明する。
【００１６】
図１は、本発明による広告を掲載する書籍コンテンツ提供システム１の概要を説明する図
である。本発明による広告を掲載する書籍コンテンツ提供システム１は、携帯端末装置１
００（携帯電話）が携帯コンテンツ（たとえば、書籍コンテンツ）のページを閲覧すると
きに、書籍コンテンツを配信するサーバ装置３００（書籍コンテンツサーバ装置）が、所
定のタイミングで広告ページを挿入しながら書籍コンテンツを配信するシステムである。
【００１７】
本発明による広告を掲載する書籍コンテンツ提供システム１は、携帯端末装置１００と、
書籍コンテンツサーバ装置３００とがネットワークで接続されて構成される。ネットワー
クは、携帯端末装置１００と無線接続する基地局９００を備えた携帯電話事業者のネット
ワークがゲートウェー８００を介してインターネット７００と接続されたネットワークで
ある。
【００１８】
書籍コンテンツサーバ装置３００は、中央処理装置（ＣＰＵ）を備え、コンピュータプロ
グラムによって制御されるサーバコンピュータである。ハードディスク等で構成される大
容量記憶手段を備えており書籍コンテンツファイルを記憶する。また、インターネットを
通じてコンテンツを配信するためにApache等の既存のＨＴＴＰサーバソフトウエア（以下
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単にＨＴＴＰサーバと記す）を備える。
【００１９】
　なお、書籍コンテンツは、携帯端末装置で受信可能なファイル容量のコンテンツファイ
ルに分割されている。
そこで、閲覧者が閲覧したい書籍のページが携帯端末装置１００のコンテンツファイルに
含まれる時には、これを表示させればよい。しかしながら、携帯端末装置１００のコンテ
ンツファイルに含まれないページを閲覧したい時には、所望のページが含まれるコンテン
ツファイルを書籍コンテンツサーバ装置３００から取得して、そのページを表示させる。
【００２０】
以下では、Flash Lite形式のコンテンツファイルを例に説明する。
図１６は、Flash Lite形式のコンテンツファイルの表示動作の説明図である。
携帯端末装置１００は、書籍コンテンツサーバ装置３００からFlash Lite形式のコンテン
ツファイル３９１を取得すると、最初に再生されるように設定されたページ３９１ａが自
動的に表示されることに留意する必要がある。
そこで、携帯端末装置１００は、携帯端末装置１００のコンテンツファイル３９１に含ま
れないページを表示させたい時には、表示させたいページが最初に再生されるように設定
された別のコンテンツファイル３９１を取得して、そのページ３９１ａを表示させる。
【００２１】
図２は、広告ページを表示させるタイミングを説明する図である。
図２では、携帯端末装置において、コンテンツファイル３９１のあるページ３９２から別
のページ３９２に画面遷移（ページ遷移）する時に、広告ページ３９４が挿入表示される
広告表示タイミングを説明する。
【００２２】
図２の（ａ）の広告表示タイミングは、２ページのページ遷移ごとに広告ページ３９４が
挿入されて表示されることを示す。たとえば、書籍コンテンツを無料閲覧する場合の広告
表示タイミングである。コンテンツファイル３９１が２つのページ３９２から構成されて
いる。このとき、携帯端末装置１００は、奇数ページのページ要求を行うことにより次の
コンテンツファイル３９１を受信する前には、必ず、広告ページ３９４を受け取る事にな
る。言い換えると、書籍コンテンツサーバ装置３００は、携帯端末装置１００に広告ペー
ジ３９４を送信してから、コンテンツファイル３９１を送信する。
【００２３】
図２の（ｂ－１）と（ｂ－２）の広告表示タイミングは、４ページのページ遷移ごとに、
広告ページ３９４が挿入されて表示されることを示す。たとえば、閲覧料金Ａを支払った
場合の広告表示タイミングである。
図２の（ｂ－１）は、コンテンツファイル３９１が２つのページ３９２から構成されてい
る場合である。
図２の（ｂ－２）は、コンテンツファイル３９１が４つのページ３９２から構成されてい
る場合である。いずれの場合も、４で割って１余るページ（５頁，９頁，‥）のページ要
求を行ったときは、携帯端末装置１００は、コンテンツファイル３９１を受信する前には
、必ず、広告ページ３９４を受け取る事になる。
【００２４】
図２の（ｃ－１）と（ｃ－２）の広告表示タイミングは、６ページのページ遷移ごとに、
広告ページ３９４が挿入されて表示されることを示す。たとえば、閲覧料金Ｂを支払った
場合の広告表示タイミングである。
図２の（ｃ－１）は、コンテンツファイル３９１が２つのページ３９２から構成されてい
る場合である。
図２の（ｃ－２）は、コンテンツファイル３９１が６つのページ３９２から構成されてい
る場合であるいずれの場合も、６で割って１余るページ（７頁，１３頁，‥）のページ要
求を行ったときは、。携帯端末装置１００は、コンテンツファイル３９１を受信する前に
は、必ず、広告ページ３９４を受け取る事になる。
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【００２５】
このように、携帯端末装置１００が、書籍コンテンツサーバ装置３００からコンテンツフ
ァイル３９１を受信するときに、所定のタイミングで広告ページ３９４が挿入されて配信
される。
【００２６】
図３は、書籍コンテンツサーバ装置３００の概念図である。書籍コンテンツサーバ装置３
００は、記憶手段３９０と、既存のＨＴＴＰサーバ３０２（たとえば、Apache）と、これ
から呼び出されるプログラムモジュール３０４を備える。プログラムモジュール３０４は
、記憶装置に格納されているコンピュータプログラムがサーバコンピュータの中央処理装
置により読み出されて実行されることにより動作する。
【００２７】
記憶手段３９０は、コンテンツファイル３９１と、広告コンテンツ３９３（たとえば、広
告画像データ）と、広告管理データベース３９７を記憶する。コンテンツファイル３９１
は、ページ特定情報（＝ページ番号）に対応づけられるファイルである。
ここで、ページ特定情報（＝ページ番号）に対応づけられるコンテンツファイル３９１と
は、その特定されるページが最初に再生表示されるように設定されたコンテンツファイル
のことである。本システムではこのようなページ番号に対応したコンテンツファイル３９
１が複数集まって１つのコンテンツ（＝１つの書籍タイトル等に相当）を構成する。
【００２８】
広告コンテンツ３９３は、広告識別情報（＝広告ＩＤ）を含むコンテンツデータ（たとえ
ば、広告画像データ）である。広告管理データベース３９７は、広告表示タイミング情報
３９７ａを含むデータベースである。広告表示タイミング情報３９７ａは、ページ番号の
羅列、あるいは、ページ間隔値である。（詳細は後述する）
【００２９】
ページ要求受信手段３１０は、携帯端末装置１００が送信したページ特定情報（たとえば
、ページ番号）を含むページ要求、またはコンテンツファイルを直接指定するＵＲＬによ
る要求を受信する。
【００３０】
広告表示タイミング問合せ手段３２０は、ページ特定情報を含む広告表示タイミングを広
告管理データベース３９７に問い合せて、広告表示タイミング情報３９７ａの回答を受け
取る。
【００３１】
タイミング判定手段３３０は、広告表示タイミング問合せ手段３２０が回答として受け取
った広告表示タイミング情報３９７ａのページ番号の羅列の中に、ページ要求のページ特
定情報と一致するものが存在するか否かを判定する。一致するものが存在すれば、広告表
示タイミングであり、一致するものが存在しなければ、広告表示タイミングでない。
あるいは、タイミング判定手段３３０は、ページ要求のページ特定情報を広告表示タイミ
ング問合せ手段３２０が回答として受け取った広告表示タイミング情報（３９７ａ）のペ
ージ間隔値で除算して、割った余りが１か否かを判定する。余りが１であれば、広告表示
タイミングであり、余りが１でなければ、広告表示タイミングでない。
【００３２】
広告頻度問合せ手段３６０は、広告頻度を広告管理データベース３９７に問い合せて、広
告識別情報を有する頻度情報の回答を受け取る。
広告コンテンツ選択手段３７０は、広告頻度問合せ手段３６０が受け取った頻度情報の中
から広告頻度がもっとも少ない広告識別情報を抽出して、この広告識別情報を有する広告
コンテンツ３９３を、記憶手段が記憶する広告コンテンツ３９３の中から選択する。
広告ページ作成手段３４０は、広告表示タイミングならば、広告コンテンツ選択手段３７
０が選択した広告コンテンツを用いて、携帯端末装置が送信したページ要求のページ特定
情報に対応するコンテンツファイルのＵＲＬにリダイレクトさせる記述またはコード、あ
るいは、同ＵＲＬへのハイパーリンクタグを含む広告ページを作成する。
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【００３３】
コンテンツファイル選択手段３４５は、挿入タイミングでない場合に、前記ページ要求さ
れたページ特定情報に対応するコンテンツファイルを読み出す。なお、ファイルにページ
特定情報（＝ページ番号）を対応付ける方法には、コンテンツファイルのファイル識別情
報にページ番号を含ませる方法や、コンテンツファイルを格納するフォルダ名にページ番
号を含ませる方法がある。
【００３４】
広告ログ登録手段３８０は、作成送信した広告ページの広告コンテンツが有する広告識別
情報を含むログ情報を作成して、広告管理データベース３９７に記録する。
【００３５】
ページ返信手段３５０は、広告ページ作成手段３４０が作成した広告ページ、または、コ
ンテンツファイル選択手段３４５が読み出した前記ページ要求されたページ特定情報に対
応するコンテンツファイル、あるいは、直接ＵＲＬ指定された静的ファイル（広告表示後
にリダイレクトまたはハイパーリンクにより要求されたコンテンツファイル）を携帯端末
装置に返信する。
【００３６】
なお、ページ要求受信手段３１０と、ページ返信手段３５０とは、ＨＴＴＰサーバ３０２
にて実現する機能である。
また、コンテンツファイル選択手段３４５と、広告表示タイミング問合せ手段３２０と、
タイミング判定手段３３０と、広告頻度問合せ手段３６０と、広告コンテンツ選択手段３
７０と、広告ページ作成手段３４０と、広告ログ登録手段３８０とは、書籍コンテンツサ
ーバ装置３００が動的ページを生成するために用意されるプログラムである。以下の説明
ではこれらをプログラムモジュール３０４と総称することがある。
【００３７】
図４は、広告管理データベース３９７の説明図である。広告管理データベース３９７は、
出版物ＴＢＬ３９７ｐと、ログＴＢＬ３９７ｑと、広告ＴＢＬ３９７ｒと、広告主ＴＢＬ
３９７ｓと、出版社ＴＢＬ３９７ｔと、購入履歴ＴＢＬ３９７ｕと、広告ジャンルＴＢＬ
３９７ｖと、を含んで構成される。
【００３８】
出版物ＴＢＬ３９７ｐは、電子書籍の管理テーブルである。出版物ＴＢＬ３９７ｐの項目
は、書籍ＩＤ３９７ｄと、書籍名と、コンテンツＵＲＬ３９７ｃと、広告表示タイミング
３９７ａと、広告ジャンルＩＤと、広告掲載期間と、出版社ＩＤと、値段などである。こ
こで、広告表示タイミング３９７ａは、である。広告挿入ページを特定する情報は、広告
を挿入するページ番号の羅列である。あるいは、広告挿入ページを特定する情報は、広告
を挿入するページ間隔を表す数値（たとえば、２ページ毎、４ページ毎など）でもよい。
【００３９】
ログＴＢＬ３９７ｑは、広告履歴を管理するテーブルである。ログＴＢＬ３９７ｑの項目
は、ログＩＤと、ログ内容と、広告ＩＤ３９７ｂと、書籍ＩＤと、日付と、端末ＩＤなど
である。
【００４０】
広告ＴＢＬ３９７ｒは、広告コンテンツ３９３を管理するテーブルである。広告ＴＢＬ３
９７ｒの項目は、広告ＩＤと、広告名と、広告画像ＵＲＬ３９７ｅと、広告ジャンルなど
である。
【００４１】
購入履歴ＴＢＬ３９７ｕは、携帯端末装置が購入した電子書籍の購入履歴を管理するテー
ブルである。購入履歴ＴＢＬ３９７ｕの項目は、端末ＩＤと、購入金額などである。
【００４２】
広告主ＴＢＬ３９７ｓは、広告主名を管理するテーブルである。出版社ＴＢＬ３９７ｔは
、出版社名を管理するテーブルである。広告ジャンルＴＢＬ３９７は、広告ジャンル名を
管理するテーブルである。
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【００４３】
図５は、携帯端末装置１００の概念図である。携帯端末装置１００は、表示部１０２と、
ＷＥＢブラウザ１１０と、コンテンツプレイヤ１２０と、を備える。
【００４４】
表示部１０２は、ＬＣＤやＥＬである。入力部１０１は、キーボタンである。通信部１０
３は、アンテナである。記憶部１０９は、半導体メモリである。
【００４５】
ＷＥＢブラウザ１１０と、コンテンツプレイヤ１２０とは、コンピュータプログラムであ
る。ＷＥＢブラウザ１１０は、携帯電話用ブラウザであり、コンテンツプレイヤ１２０は
ＦＬＡＳＨプレイヤである。
【００４６】
ＷＥＢブラウザ１１０は、ファイル識別情報を含むＵＲＬを用いて書籍コンテンツサーバ
装置３００に接続して、書籍コンテンツサーバ装置３００が返信した広告ページやコンテ
ンツファイル３９１を受信、保持する。コンテンツプレイヤ１２０はコンテンツファイル
３９１（の最初のページ）を再生させて表示部１０２に表示させる。
【００４７】
コンテンツプレイヤ１２０は、表示部に表示させた対話インターフェースオブジェクトか
ら入力された、コンテンツファイルのページ選択情報を受け付ける。
コンテンツプレイヤ１２０は、前記選択されたページがＷＥＢブラウザ１１０に保持され
るコンテンツファイル３９１に含まれる場合には、これを再生表示する。前記選択された
ページがＷＥＢブラウザ１１０に保持されるコンテンツファイル３９１に含まれない場合
には、ＷＥＢブラウザ１１０は、ページ選択情報を含むコンテンツファイル送信要求を書
籍コンテンツサーバ装置３００に送信する。
【００４８】
図６から図８までは、携帯端末装置１００の表示画面の説明図である。
【００４９】
図６は、コンテンツ選択画面の例である。
ＷＥＢブラウザ１１０が、電子書籍の書籍名を一覧表示しているコンテンツ選択画面１０
０ａの例である。
【００５０】
図７は、コンテンツのページを表示する画面の例である。
【００５１】
図７の（ａ）は、コンテンツプレイヤ１２０がコンテンツの第１ページ（＝電子書籍の表
紙ページ）を表示する画面１００ｃの例である。
画面の正面には、コンテンツの表紙ページが表示されている。画面の左部には、対話イン
ターフェースオブジェクト（＝ページ選択メニュー）が表示されている。ページ選択メニ
ューを用いて、ページ選択情報（＝ページ番号）が入力される。
【００５２】
図７の（ｂ）は、選択されたページの表示画面１００ｄの例である。ページ選択メニュー
で選択されたページが表示画面１００ｄに表示された例である。
選択ページ画面１００ｄは、（ａ）と同様に、画面の正面には、コンテンツのページが表
示されて、画面の左部には、対話インターフェースオブジェクト（＝ページ選択メニュー
）が表示されている。
【００５３】
図８は、広告表示の例である。図８には、広告画像３９３とメッセージ「５秒後に次のペ
ージを表示します」が表示された広告画面１００ｅの例である。なお、広告画面１００ｅ
は、広告画像３９３を５秒ほど表示した後に、当初に選択されたページの表示画面１００
ｄに自動的に切り替わるように設定されている。
【００５４】
図９は、コンテンツ選択処理の説明図である。
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携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、新刊一覧画面要求を書籍コンテンツサー
バ装置３００に発行する（図９（１））。
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００の新刊
一覧画面要求を受け付けて、ＨＴＴＰサーバ３０２から呼び出されるプログラムモジュー
ル３０４は広告管理データベース３９７に新刊情報を問い合わせる（同（２））。
広告管理データベース３９７は、新刊情報問合せを受け付けて、新刊の書籍情報を返答す
る（同（３））。
【００５５】
書籍コンテンツサーバ装置３００のプログラムモジュール３０４は、新刊の書籍情報を用
いて、コンテンツ選択画面データを作成して、ＨＴＴＰサーバ３０２がこれを携帯端末装
置１００に返信する（同（４））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍コンテンツサーバ装置３００が返信
するコンテンツ選択画面データを受信して、コンテンツ選択画面１００ａを表示する（同
（５））。
【００５６】
閲覧者は、入力部１０１を使って、携帯端末装置１００のコンテンツ選択画面１００ａの
電子書籍名一覧から書籍名を選択する（同（６））。
ＷＥＢブラウザ１１０は、選択された書籍名に対応する書籍ＩＤを受け付けて、この書籍
ＩＤを含むコンテンツ要求を書籍コンテンツサーバ装置３００に送信する（同（７））。
【００５７】
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００が送信
したコンテンツ要求を受け付けて、ＨＴＴＰサーバ３０２から呼び出されるプログラムモ
ジュール３０４は、コンテンツ要求に含まれる書籍ＩＤのコンテンツＵＲＬを広告管理デ
ータベース３９７に問い合わせる（同（８））。
広告管理データベース３９７は、コンテンツＵＲＬ問合せを受け付けて、出版物ＴＢＬ３
９７ｐを参照して、該当する書籍ＩＤのコンテンツＵＲＬ（＝表紙を最初に表示するFlas
h Lite形式コンテンツファイルのＵＲＬ）をプログラムモジュール３０４に返答する（同
（９））。
【００５８】
書籍コンテンツサーバ装置３００のプログラムモジュール３０４は、返答されたコンテン
ツＵＲＬにリダイレクトする情報を作成して、ＨＴＴＰサーバ３０２は携帯端末装置１０
０に送信する（同（１０））。
【００５９】
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍コンテンツサーバ装置３００が送信
するリダイレクト情報を受信して、リダイレクト先として指定されたコンテンツＵＲＬに
アクセスする（同（１１））。
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００からコ
ンテンツＵＲＬを受け取って、コンテンツファイル３９１の中から該当するコンテンツフ
ァイル３９１を選択して、これを返信する（同（１２））。
【００６０】
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍コンテンツサーバ装置３００が送信
するコンテンツファイル３９１を受信して、コンテンツプレイヤ１２０は、受信したコン
テンツファイル３９１を用いて、最初に再生されるように設定されたページ３９２ａ（＝
表紙）を表示画面１００ｃに表示する（同（１３））。
【００６１】
図１０は、ページの選択と表示処理の説明図である。
閲覧者は、入力部１０１を使って、携帯端末装置１００の表紙表示画面１００ｃの左部に
表示されているページ選択メニュー（＝対話インターフェースオブジェクト）から、所望
のページ（ここでは、次頁、前頁、ＴＯＰ頁のいずれか）を選択する（図１０（１））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、選択されたページ選択メニューに対応し
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たページ番号と端末ＩＤと書籍ＩＤを含む要求（＝コンテンツファイル送信要求、ページ
要求）を書籍コンテンツサーバ装置３００に送信する（同（２））。
【００６２】
書籍コンテンツサーバ装置３００のページ要求受信手段３１０は、携帯端末装置１００が
送信したページ要求を受け付ける（同（３））。
広告表示タイミング問合せ手段３２０は、前記要求に含まれるページ番号と書籍ＩＤを用
いて、広告表示タイミング問合を作成して、広告管理データベース３９７に広告表示タイ
ミングを問い合せる（同（４））。
【００６３】
広告管理データベース３９７は、広告表示タイミング問合を受け付けて、出版物ＴＢＬ３
９７ｐを参照して、該当する書籍ＩＤの広告表示タイミング情報３９７ａを、広告表示タ
イミング問合せ手段３２０に回答する（同（５））。
【００６４】
タイミング判定手段３３０は、受け取った広告表示タイミング情報３９７ａのページ番号
と、広告表示タイミング情報３９７ａの数字列を照合して、広告表示タイミング情報３９
７ａの数字列の中にページ番号と一致するものが存在するか否かを判定する。
【００６５】
広告表示タイミング判定結果が、広告を表示するタイミングで無いとき（＝ページ要求の
ページ番号が、広告表示タイミング情報に存在しないとき）、コンテンツファイル選択手
段３４５は、要求されたページ番号に対応するコンテンツファイル３９１を選択して、Ｈ
ＴＴＰサーバ３０２は、これを携帯端末装置１００に返信する（同（６））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、携帯端末装置が返信するコンテンツファ
イル３９１を受信して、コンテンツプレイヤ１２０は、受信したコンテンツファイル３９
１を用いて、最初に再生されるように設定されたページ３９２ｄ（＝選択されたページ）
を再生表示する（同（７））。
【００６６】
閲覧者は、入力部１０１を使って、ページが表示された画面１００ｄの左部に表示されて
いるページ選択メニュー（＝対話インターフェースオブジェクト）から、所望のページを
選択する（同（９））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、選択されたページ番号と端末ＩＤと書籍
ＩＤを含む要求（＝コンテンツファイル送信要求、ページ要求）を書籍コンテンツサーバ
装置３００に送信する（同（１０））。図１０の（３）に戻る。
【００６７】
広告表示タイミング情報３９７ａの結果が、広告を表示するタイミングであるとき（＝ペ
ージ要求のページ番号と一致する数字が、広告表示タイミング情報に存在するとき）、図
１１の（１）に進む（同（８））。
【００６８】
次に、複数の広告画像の中から一つの画像を選択して広告ページを作成する処理を説明す
る。なお、広告画像は、広告ジャンルで分類されており、書籍コンテンツに設定されてい
る広告ジャンルの広告画像の中から画像を選択する。
【００６９】
図１１は、使用頻度の少ない広告画像を選択して広告ページを作成する処理の説明図であ
る。
図１０の（８）「広告タイミングの場合」から続く。
広告頻度問合せ手段３６０は、電子書籍の広告ジャンルＩＤに含まれる広告ＩＤを、広告
管理データベース３９７に問い合わせる（図１１（１））。
広告管理データベース３９７は、広告ＩＤ問合選択を受け付けて、広告ＴＢＬ３９７ｒを
参照して、該当する広告ＩＤを、広告頻度問合せ手段３６０に、回答する（同（２））。
【００７０】
広告頻度問合せ手段３６０は、回答された各広告ＩＤの表示回数（＝ログ登録個数）を、
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広告管理データベース３９７に問い合わせる（同（３））。
広告管理データベース３９７は、各広告ＩＤの表示回数問合せを受け付けて、ログＴＢＬ
３９７ｑを参照して、各広告ＩＤの表示回数を広告頻度問合せ手段３６０に、回答する（
同（４））。
【００７１】
広告コンテンツ選択手段３７０は、広告頻度問合せ手段３６０が受け取った各広告ＩＤの
表示回数の中から表示回数がもっとも少ない広告ＩＤを抽出する（同（５））。
【００７２】
広告コンテンツ選択手段３７０は、抽出された広告ＩＤの広告画像ＵＲＬを広告管理デー
タベース３９７に問い合わせる（同（６））。
広告管理データベース３９７は、広告画像ＵＲＬ問合せを受け付けて、出版物ＴＢＬ３９
７ｐを参照して、該当する広告画像ＵＲＬを広告コンテンツ選択手段３７０に、回答する
（同（７））。
【００７３】
広告コンテンツ選択手段３７０は、広告管理データベースから回答された広告画像ＵＲＬ
を用いて、広告コンテンツ３９３の中から該当する広告画像３９３を選択する（同（８）
）。
【００７４】
広告ページ作成手段３４０は、広告表示後にリダイレクト要求するコンテンツファイルの
ＵＲＬを取得して、このＵＲＬと広告コンテンツ選択手段３７０が選択した広告画像ＵＲ
Ｌの広告画像３９３とを用いて、設定された時間後（たとえば、５秒後）に選択した所望
のページを再生表示するコンテンツファイルにジャンプする広告ページ（すなわち、ペー
ジ番号と書籍ＩＤを含むＵＲＬにリダイレクトする広告ページ）を作成して、ページ返信
手段３５０は、これを携帯端末装置に送信する（同（９））。なお、広告ページは、広告
表示後にリダイレクト要求する代わりに、広告ページのハイパーリンクタグにページ要求
された所望のコンテンツファイルのＵＲＬを含ませてもよい。
【００７５】
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍コンテンツサーバ装置３００が送信
する広告ページを受信して広告画面１００ｅに表示する（同（１０））。
広告画面１００ｅを表示して５秒が経過したら、ＷＥＢブラウザ１１０は、指定されたリ
ダイレクトＵＲＬによるＨＴＴＰリクエストを発行して書籍コンテンツサーバ装置３００
にアクセスする（同（１１））。
書籍コンテンツサーバ装置３００のページ要求受信手段３１０は、携帯端末装置１００が
送信したコンテンツファイルを直接指定するＵＲＬによる要求を受信する（同（１２））
。コンテンツ返信手段３５０は、コンテンツファイルを直接指定するＵＲＬによる要求に
応えて、要求されたコンテンツファイルを返信する（同（１３））。
【００７６】
（実施例１）
次に、購読料を支払って、広告付き電子書籍を閲覧する実施例を説明する。
購読料の額に応じて、広告ページの表示タイミングが異なる例である。
このとき、広告管理データベース３９７の出版物ＴＢＬ３９７ｐは、支払金額対応広告表
示タイミング情報３９７ａを記憶する。
【００７７】
図１２は、購読料金選択画面１００ｂの例である。
購読料金選択画面１００ｂの選択肢は、「無料で読む　１００円で読む　２００円で読む
　正規購入して読む」である。
【００７８】
図１３は、購読料支払画面の例である。
図１３の（ａ）は、会員登録されている端末から購読料金を支払う画面１００ｇ（会員用
購読料金支払画面）の例である。
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図１３の（ｂ）は、非会員の購読料金支払画面１００ｈの例である。
【００７９】
図１４は、会員による支払処理の説明図である。
（１）から（７）までは、図９の（１）から（７）までと同じである。
【００８０】
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００が送信
した書籍ＩＤを受け付けて、ＨＴＴＰサーバ３０２から呼び出されるプログラムモジュー
ル３０４は、この書籍ＩＤの購読料金を広告管理データベース３９７に問い合わせる（図
１４（８））。
広告管理データベース３９７は、購読料金問合せを受け付けて、出版物ＴＢＬ３９７ｐを
参照して、該当する書籍ＩＤの値段（＝購読料金）をプログラムモジュール３０４に返答
する（同（９））。
【００８１】
プログラムモジュール３０４は、返答された購読料金を用いて購読料金選択画面データを
作成して、ＨＴＴＰサーバ３０２は、これを携帯端末装置１００に送信する（同（１０）
）。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍コンテンツサーバ装置３００が返信
する購読料金選択画面データを受信して、購読料金選択画面１００ｂを表示する（同（１
１））。
【００８２】
閲覧者は、入力部１０１を使って、購読料金選択画面１００ｂの購読料金を選択する（同
（１２））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、書籍ＩＤと購読料金と端末ＩＤを書籍コ
ンテンツサーバ装置３００に送信する（同（１３））。
【００８３】
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００が送信
した書籍ＩＤと購読料金と端末ＩＤを受け付けて、ＨＴＴＰサーバ３０２から呼び出され
るプログラムモジュール３０４は広告管理データベース３９７に端末ＩＤのユーザ情報を
問い合わせる（同（１４））。
広告管理データベース３９７は、ユーザ情報問合せを受け付けて、購入履歴ＴＢＬ３９７
ｕを参照して、この端末ＩＤの・書籍ＩＤの購入履歴をプログラムモジュール３０４に回
答する（同（１５））。
【００８４】
プログラムモジュール３０４は、広告管理データベース３９７から、返答された購入履歴
の書籍ＩＤを参照して、購入の有無をチェックして、未購入であれば、会員用の購読料支
払画面データを作成して、ＨＴＴＰサーバ３０２は、これを携帯端末装置１００に送信す
る（同（１６））。
【００８５】
携帯端末装置１００は、書籍コンテンツサーバ装置３００が送信した購読料支払画面デー
タを受信して、ＷＥＢブラウザ１１０は、購読料支払画面１００ｇを表示する（同（１６
））。
携帯端末装置１００のＷＥＢブラウザ１１０は、表示された購読料支払画面１００ｇに入
力された購入情報を受け付けて、これを書籍コンテンツサーバ装置３００に送信する（同
（１７））。
【００８６】
書籍コンテンツサーバ装置３００のＨＴＴＰサーバ３０２は、携帯端末装置１００が送信
した購入情報とコンテンツＵＲＬ問合を受け付ける。（同（１８））。
ＨＴＴＰサーバ３０２から呼び出されるプログラムモジュール３０４は、購入情報を、広
告管理データベース３９７の購入履歴ＴＢＬ３９７ｕに登録する（同（１９））。
【００８７】



(14) JP 5018352 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

図中の（２０）は、図９の（８）と同じである。
図中の（２１）は、図１５の（１）に続く。
【００８８】
図１５は、支払処理をした端末装置にページを表示させる処理の説明図である。
図中の（１）から（５）までは図９の（９）から（１３）と同じである。
図中の（６）から（８）までは、図１０の（１）から（３）までと同じである。
【００８９】
プログラムモジュール３０４は、支払金額情報と、ＵＲＬに含まれるページ番号と書籍Ｉ
Ｄを用いて、支払金額に応じた広告表示のタイミング問合情報を作成して、広告管理デー
タベース３９７に支払金額対応の広告表示タイミングを問い合せる（図１５（９））。
広告管理データベース３９７は、支払金額対応の広告表示タイミング問合を受け付けて、
出版物ＴＢＬ３９７ｐを参照して、該当する書籍ＩＤの支払金額対応広告表示タイミング
情報３９７ａと広告コンテンツＵＲＬ（＝広告画像ＵＲＬ）をプログラムモジュール３０
４に回答する（同（１０））。
【００９０】
図中の（１１）は、図１０の（６）と同じである。また、図中の（１２）は、図１０の（
７）と同じである。
【００９１】
このように、支払金額に応じた広告表示タイミングに応じて、広告ページが携帯端末装置
１００に配信される。
【００９２】
なお、扱うデータ量が少なければ、広告管理データベースを用いなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明による広告を掲載する書籍コンテンツ提供システム１の概要図
【図２】広告ページを表示させるタイミングを説明する図
【図３】書籍コンテンツサーバ装置３００の詳細な構成図
【図４】広告管理データベース３９７の説明図
【図５】携帯端末装置１００の詳細な構成図
【図６】コンテンツ選択画面の例
【図７】コンテンツのページを表示する画面の例
【図８】広告表示の例
【図９】コンテンツ選択処理の説明図
【図１０】ページの選択と表示処理の説明図
【図１１】広告画像を選択して広告ページを作成する処理の説明図
【図１２】(実施例１)購読料金選択画面１００ｂの例
【図１３】(実施例１)購読料支払画面の例
【図１４】(実施例１)会員による支払処理の説明図
【図１５】(実施例１)支払処理をした端末装置にページを表示させる処理の説明図
【図１６】Flash Lite形式のコンテンツファイルの表示動作の説明図
【符号の説明】
【００９４】
１　本発明による広告を掲載する書籍コンテンツ提供システム
１００　携帯端末装置
１１０　ＷＥＢブラウザ
１２０　コンテンツプレイヤ
３００　書籍コンテンツに広告を挿入配信するサーバ装置
３０２　ＨＴＴＰサーバ
３０４　プログラムモジュール
３１０　ページ要求受信手段



(15) JP 5018352 B2 2012.9.5

10

３２０　広告ページ返信手段
３３０　コンテンツファイル返信手段
３４０　広告ページ作成手段
３６０　広告頻度算出手段
３７０　広告コンテンツ選択手段
３８０　広告ログ登録手段
３９１　コンテンツファイル、Flash Lite形式の書籍コンテンツファイル
３９２　書籍コンテンツのページ
３９３　広告コンテンツ、広告画像
３９７　広告管理データベース
３９７ａ　広告表示タイミング情報
３９７ｂ　広告ＩＤ、広告識別情報
３９７ｃ　コンテンツＵＲＬ
３９７ｄ　書籍ＩＤ、書籍識別情報
３９７ｅ　広告画像ＵＲＬ
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